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第１章 第二次事前調査団の派遣 

 

１－１ 調査の背景 

タイ及びその周辺国（カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ベトナム）では、

国境を越えた家畜の移動の増加等に伴い家畜衛生事情が悪化してきたことを受け、2001 年

12 月から当該地域における家畜疾病防除技術の改善を目的とする広域技プロ「タイ及び周

辺国における家畜疾病防除計画」（以下、フェーズ１）を実施し、① 地域協力体制及び人

材の強化、② 家畜疾病診断技術の向上、③ ワクチン製造及び品質管理技術の向上、④ 家

畜検疫技術の向上に取り組んできたが、期待された成果をあげたため 2006 年 12 月に終了

した。 
一方、フェーズ 1 の後半に当該地域で鳥インフルエンザが発生したこと等から、対象 6

ヶ国から家畜疾病監視体制のさらなる強化（特にローカル、フィールドレベルへの展開）

に焦点を当てたフェーズ 2 に係る要請書が提出され、2006 年 12 月に採択された。このため、

2007 年 1 月～2 月に事前評価調査（第一次）を実施し、各国関係者との意見交換及び現地

調査を通じて、案件の基本的な枠組（暫定 PDM を含む）と各国のパイロットサイト等につ

いて合意に達し、その内容をとりまとめた M/M につき各国代表者とともに署名した。（別

紙 1 参照、ただし事前評価調査（第二次）を通じて対象国側と合意に達した一部修正事項

も反映） 

しかしながら、地域レベルの円滑な実施を視野に入れたプロジェクトの運営体制につい

て各国の合意が得られず、再度協議すべき課題として残された。プロジェクトの運営体制

案を JICA 側で再検討し、各国事務所を通じて C/P 機関に対して非公式に打診・調整した結

果、おおむね各国の合意を得られる目途が立ったことから、当該運営体制案を各国との間

で正式に協議して合意することを主たる目的として、事前評価調査団（第二次）を派遣す

ることとした。 

なお、今次調査団の訪問国は、協力実施に際して中心的な役割が期待され、かつ事前評

価調査（第一次）時にプロジェクト運営体制をめぐり意見の相違が見られたマレーシア及

びタイの二ヶ国とした。ただし、本広域技プロでは全対象国間での合意のプロセスが重要

となることから、タイにて各国代表者が参加の上で Wrap Up 会合を開催し、必要な協議を

行った。 

 

１－２ 調査団派遣の目的 

（1）対象各国関係者との意見交換を通じて、プロジェクトの運営体制（地域レベル及び各

国レベル、事務局組織のあり方等を含む）について各国と合意する。 

（2）暫定 PDM 等について情勢の変化を反映させて若干修正し、各国と合意する。 
（3）（1）、（2）及び第一次調査の結果を踏まえ、プロジェクトの枠組を M/M（R/D 案を含

む）に取りまとめ、各国代表者との間で署名する（M/M については、日本側と各国代

表者との間で（バイで）署名するが、各国個別の事項を除き基本的に共通の内容とす

る）。 
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（4）可能な範囲で、他ドナーの援助動向及び家畜衛生をめぐる最近の動向等を調査する。 

（5）帰国後、国内関係者に調査結果を報告するとともに、これまでの調査結果等に基づき

事業事前評価表を作成する。 

 

１－３ 調査団の構成 

 本調査団の構成は以下のとおり。 

1 総括／団長 奥地 弘明 農村開発部第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ水田地帯第二ﾁｰﾑ ﾁｰﾑ長

2 計画管理 天目石 慎二郎 農村開発部第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ水田地帯第二ﾁｰﾑ 職員 

 

１－４ 調査日程  

調査期間：平成 19 年 6 月 13 日（水）～6 月 21 日（木） 計 9 日間 

・マレーシア：平成 19 年 6 月 13 日（水）～6 月 16 日（土） 

・タ イ  ：平成 19 年 6 月 16 日（土）～6 月 20 日（水） 
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第２章 調査結果要約 

 
（1）プロジェクトの運営実施体制 
   今回、懸案となっていた国レベル及び地域レベルの実施運営体制（組織）について 6 ヶ

国の合意を取り付けることができた。獣医・畜産分野における国際機関（FAO、OIE（国

際獣疫事務局））の協力と異なり、タイに配置される長期専門家を除いて各国に実施・運

営のための常勤職員は配置されないため、プロジェクト実施における C/P の主体的関与が

重要になる。プロジェクト実施にあたっては、地域レベルの実施・運営も含めて C/P の主

体性、意欲を引き出し、プロジェクト終了後も地域内、国内のネットワークが持続するよ

うに留意すべきである。 
 

（２）JICA 組織全体の支援体制 

   原則として C/P の主体性を尊重するとはいえ、国レベル及び地域レベルの実施・運営体

制がプロジェクト開始後速やかに立ち上がり、適切に機能するよう JICA 側が C/P を支援

する必要がある。国レベル、地域レベルのプロジェクト運営に対して JICA 本部だけでな

く在外事務所、地域支援事務所の積極的支援、助言を期待したい。 

 

（3）事前調査結果の整理 

   PDM は 6 ヶ国共通のものを設定した。各国の具体的活動内容については、ガイドライ

ン＊に例示するに止め、各国別の PO、APO はプロジェクト開始後に必要に応じて追加的

調査を行い、日本側長期専門家と C/P の協議を経て策定することとしている。 

このため、日本側長期専門家に的確な情報を伝達することを視野に入れ、第一次調査結

果も含め事前評価調査内容を十分に整理しておく必要がある。 
＊  ガイドライン: PDM（各国共通）と PO（各国でそれぞれ作成）との大幅な乖離を防ぐため、各国共通に求められ

る主要な具体的活動を示したもの。PDM と PO の中間に位置する。 

 

（4）活動区域の絞込み 

   第一次調査において C/P とも十分協議した上で各国のパイロットサイトを選定したが、

州、省又は県など相当広域である。投入できるリソースの制約を考慮すると郡又は村レベ

ルの実質的活動区域をプロジェクト開始後に設定する必要がある。このための情報を、既

存の調査結果を中心にプロジェクト開始前に整理しておくことが望ましい。 

 

（5）RD の署名 

   今回、M/M にドラフト RD を添付して合意、署名したことから、実質的に RD に記述さ

れる内容は確定している。RD の署名方法については、各国の公式な承認行為の完了時期

にバラツキが見込まれることを考慮すると、対象国が一堂に会して行うのではなく、各国

ごとに個別で行うのが望ましいと考えられる。この場合、JICA 側の署名者は原則として各

国在外事務所長を想定している。 

 



 116

   なお、マレーシア事務所から、独立行政法人化後の JICA の事業開始手続きは MM で十

分なはずであり、RD 署名は不要ではないかとの問題提起があった。 

 

（6）プロジェクトの早期開始 

   今回訪問したマレーシアにおいても鳥インフルエンザが 6 月上旬に発生するなど、越境

性の家畜疾病防除は東南アジア地域において引き続き喫緊の課題となっている。JICA 内部

の理事会付議、決裁、各国との RD 署名、日本側長期専門家の選定等のプロセス又は手続

きは出来る限り迅速に行い、プロジェクトを早期に開始すべきである。 
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第３章 調査結果 

 
３－１ マレーシア 

 ＊EPU との協議は先方の都合により急遽キャンセルとなった。 

 

（1）マレーシア農業省獣医サービス局（DVS）との協議 

① 本年 1～2 月に実施した事前調査（第一次）の際に合意に至らなかったプロジェクト運 

営実施体制（案）＊について、JICA 側で検討した新たな案を資料に基づき説明し、マレー 

シア側から了解を得た。 
＊ 国レベルでは対象各国にそれぞれ National Coordinating Committee を、地域レベルでは Regional 

Joint Coordinating Committee を設置するとともに、地域レベルの活動の調整を目的に Regional 

Project Secretariat を設ける案。（別紙 3 参照、ただし説明には英文資料を使用） 

②  6/19（火）、20（水）に各国代表者が参加の上、バンコクで Wrap Up 会合を開催した 

が、そのための M/M（案）の説明を行い、基本的に了承を得た（上記プロジェクト運営

実施体制案に加え、PDM 修正案、R/D 案など）。また、細部に関してコメントがある場合

にはバンコクでの会合時に改めて受けることとした。 
＊ その後、6/19（火）の Wrap Up 会合への出席は急遽キャンセルとなったが、6/20（水）の MM 署

名式には DVS 局長（Dr. Abd. Aziz B. Jamaluddin）が出席 

③ 協力開始後のマレーシアでのプロジェクト活動に関して以下の意見交換を行った。 

・マレーシア側から、本プロジェクトのパイロットサイトとなるジョホール州にある

Regional Laboratory は中央ラボ（Veterinary Research Institute:イポー）より技術レベルが

大きく劣ること、また同州は養鶏が盛んであることから、特に鶏の主要疾病であるニュ

ーカッスル病への取り組み体制を強化するため日本人専門家の派遣及び必要な機材供

与についてリクエストがあった（一定の技術レベルに達した場合、他の対象国への専門

家派遣や技術研修の実施によりプロジェクトへの貢献も期待できるとのこと）。JICA 側

からは、① 長期専門家はタイを拠点に活動する予定であるものの、出張ベースでマレ

ーシアでの活動実施は可能、② マレーシアへの短期専門家の派遣や機材供与など詳細

な投入計画については、協力開始後の現地調査及びマレーシア側との協議を踏まえて固

める予定、である旨を回答した。 

・ジョホール州ではニューカッスル病を撲滅するキャンペーンを実施中であり、同州にあ

る 8 つの District のうち 1 つの District では 4 回のワクチン接種が完了し、ほぼキャンペ

ーンが終了したとのこと。マレーシア側では今後他の District に展開していく予定であ

ることから、その際に当該プロジェクトとの連携の可能性を探っていくこととなった。 

④ その他、６月 2 日にセランゴール州で発生した鳥インフルエンザについて説明があった。 
鶏の移動規制や淘汰（殺処分）を実施するなど、迅速かつ的確に必要な対策を講じている 

様子であった。 
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３－２ タイ 

（1）タイ農業・協同組合省畜産振興局（DLD）との協議 

① 第一次調査時から懸案となっていたプロジェクト運営実施体制（案）について、DLD

側での検討の結果、日本側の提案に合意する旨の回答を得た。TICA 側も基本的に合意し

ているとのことであった。ただし、調査団からは、翌日の Wrap Up 会合では日本側から

本案を提案するものの、最終的には対象各国で協議の上で決定して欲しい旨を伝えた。 

② PDM、ガイドラインの一部修正についてタイ側から了承を得た。 

③ MM 案に関して、一部細かい点でコメントが出された（RD 案において日本・タイ政府

間で締結している技術協力協定のカバーする範囲を明確にする表現に改めること、他）。

いずれも調査団側で受け入れ可能な事項であったことから、翌日の Wrap Up 会合にはタ

イ側のコメント反映させた MM 案をもって臨むこととした（6 ヶ国すべての MM にコメ

ントを反映）。 

 

（2）各国代表者参加による Wrap Up 会合 

平成 19 年 6 月 19 日（火）に対象各国代表者の招集の上、Wrap Up 会合を開催した。 

主な内容は以下のとおりである。 

① 協力計画の一部見直しについて 

調査団側から、ア）PDM の一部修正（一部活動の見直し、指標及び指標の入手手段の 

設定等）イ）Guideline の修正（具体的な活動の提示）を提案し、いずれも対象国側から

了承を得た。 

なお、対象各国側から以下の要望が挙げられた。 

・ラオス代表者から、日本人専門家、地域専門家（Regional Experts：対象国の人材の専

門家としての派遣）の派遣を通じて、地方ラボのスタッフ及び疫学調査に関わるスタ  
ッフに対する in-country training を実施して欲しい旨の要望が挙げられた。 

・対象国側から、フェーズ 2 では JICA 事業への関わりが少なかった人物が National 

Coordinator（NC）に任命されるケースも予想されることから、協力開始後まず各国 NC

を対象に JICA 事業のプロジェクト運営管理の方法（PDM、Guideline、PO の説明及び

プロジェクト運営管理への活用方法など）に関する研修を実施して欲しい旨の要望が

挙げられた。 

・家畜疾病情報体制の強化（成果 2）に関して、国により家畜疾病に係るレポーティン

グシステムや情報の分析方法、分析結果の発信方法が大きく異なることから、対象国

間での情報共有のあり方については、協力開始後日本人長期専門家とともに具体的な

方策を検討していくこととなった。 

② プロジェクト運営実施体制について 

まず調査団側からプロジェクト運営実施体制案の提案を行った。その後対象国側が本案 
を基に意見交換を行った結果、調査団側の提案のとおりア）国レベルでは対象各国にそ

れぞれ National Coordinating Committee（NJCC）を、イ）地域レベルでは Regional Joint 

Coordinating Committee（RJCC）を設置するとともに、ウ）地域レベルの活動の調整を目

的に Regional Project Secretariat（RPS）を設け PRS には Regional Coordinator（RC）を DLD 
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から任命する案で合意に至った。なお、タイ側によると RC には Dr. Chantanee Buranathai 

（フェーズ１ NC）が任命される見込みとのことであった。また、各国の NJCC メンバー

については各国で検討の上、追って日本側に連絡願い旨を伝えた。 

なお、対象各国側から以下の要望が挙げられた。 

・日本政府と各国政府との間の技術協力協定の有無により日本側投入（専門家派遣、機

材、研修など）に係る手続きの進め方が大きく異なることから（協定有：プロジェク

トによる投入計画作成のみで要請書なし（外交チャンネル必要なし）、協定なし：要請

書要（外交チャンネル要））、対象国側から協力開始後混乱を来たさないか懸念が示さ

れた。このことを受けて、対象国側から長期専門家には JICA 事業に精通した人材を派

遣して欲しい旨の要望が出された。 

・プロジェクトでの研修やワークショップの実施に関して、フェーズ 1 では協力の途中

段階から招待状の発出等にタイ外務省（TICA）を介すこととなった結果、本来プロジ

ェクトの C/P 向けであるにもかかわらず情報が適切な部局に伝達されなかったケース、

情報の伝達が著しく遅れたケースなどが紹介された。加えて情報の受け手側（タイ以

外の国）の問題による情報伝達の遅延も紹介された。フェーズ 2 ではこのようなこと

が生じぬよう、情報伝達のあり方について改めて協議し明確化することとなった。 

③ MM に係る協議 

対象各国側からのコメントを踏まえて一部細かい修正を行うこととなったものの、主要 

な内容についてはすべて各国から合意が得られた。 

また、MM 上の各国側による予算措置に係る項目をめぐって、カンボジア代表者から財

政事情の逼迫を理由にカンボジア側による予算措置は困難との見解が示された。他方、調

査団側からは、一定の財政的措置すらもなされない場合、プロジェクトの持続性を脅かす

こととなることから、可能な範囲で対応する姿勢が求められる旨を伝えた。この結果、当

初本会合に出席しているカンボジア代表者が MM に署名する予定であったものの、署名

はより上位の職位の者に委ねたいとし、自国に持ち帰り局長（家畜衛生生産局）による署

名をもって対応することとなった。 

各国持ち回りで実施する Regional Joint Coordinating Committee に関して、MM 上では必

要に応じ最低 1 年に 1 回開催する旨が示されているが、全ての国で開催できるよう半年に

1 回開催する案も示された。この点については、協力開始後に改めて検討することとなっ

た。 

 

④ その他 

各国の家畜衛生分野に対する政策・戦略（各国における当該分野の重要性の把握）及び

本プロジェクトの予想される受益者数を把握するため、各国代表者に質問表を配布し追っ

て回答するよう依頼した。 
 

（3）MM 署名 

平成１９年６月 20 日に、別添 MM をもって日本側調査団長及び 6 ヶ国各国代表者との

間で個別に MM の署名がなされた。 

なお、カンボジア、ラオス、ベトナムに関しては、出席者が MM への署名権限を有し 
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ていない（ラオス、ベトナム）及びより上位の職位の者に判断を委ねることとなった（カ

ンボジア）ため、日本側調査団長のみ署名し、MM は各国に持ち帰り署名することとなっ

た。その後いずれの国も変更なく M/M 署名を了した。 
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付属資料 Ⅱ 

 

 

 

 

１．ミニッツ（日・タイ署名版のみ） 

２．調査日程 

３．プロジェクトの基本的な枠組み 

４．プロジェクト運営実施体制 
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調査日程

6/13（水） 移動（成田発→ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ着）

6/14（木） ﾏﾚｰｼｱ農業省獣医サービス局との協議

6/15（金） 日本大使館、JICAマレーシア事務所報告

6/16（土） 移動（ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ発→ﾊﾞﾝｺｸ着）

6/17（日） 資料整理

6/18（月）
・タイ側(DLD）との協議(M/M案等）
・各国代表参加の上で実施するﾗｯﾌﾟｱｯﾌﾟ会合に係る事前打合せ

6/19（火）

ﾗｯﾌﾟｱｯﾌﾟ会合開催
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営実施体制の協議
・M/M案の協議（PDM､ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ､R/D案等）
・その他（協力開始に先立ち調整すべき事項等）

6/20（水）
AM：M/M署名（署名できない国は持ち帰り）

PM：大使館報告、JICAﾀｲ事務所報告
夜：移動（ﾊﾞﾝｺｸ発→　）

6/21（木） 移動（　→成田着）

事前評価調査（第二次）調査日程

カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ及びベトナムにおける
家畜疾病防除計画地域協力プロジェクト（フェーズ 2）

付属資料２
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プロジェクトの基本的な枠組みについて 

＜案件名＞ 

（和）カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムにおける家畜疾病防除

計画地域協力プロジェクト（フェーズ 2） 

（英）Regional Cooperation Project for Animal Disease Control among Cambodia, Lao P.D.R., 

Malaysia, Myanmar, Thailand and Vietnam（ADC Project Phase 2） 

＜協力期間＞ 

3 年間 

＜対象国＞ 

カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムの計 6 カ国 
＜上位目標＞  

  対象 6 ヶ国における疾病監視能力が強化される 

＜プロジェクト目標＞ 

  対象 6 ヶ国の現場、地方、中央レベルにおける疾病監視能力が強化される 

＜成果＞ 

＊協力開始に先立ち各対象国が行うべき事項 

活動 0-1 対象各国がプロジェクトの基本コンセプト及び枠組みについて理解する。 

活動 0-2 各対象国において特に現場、地方レベルの現在の監視メカニズムについて検証する。 

活動 0-3 パイロットサイト内においてモデルエリアを選定し、活動を決定する。 

 

成果 1：家畜疾病監視に係る地域協力ネットワークシステムの能力が強化される 

活動 1-1 地域専門家の派遣や地域レベルのワークショップ／研修／スタディツアーの開催等

地域レベルの活動を含めて年間活動計画を策定する。 

活動 1-2 地域レベルのプロジェクト活動実施、モニタリング及び評価を行う。 

活動 1-3 対象国間で家畜疾病に係る情報が共有される。 

成果 2：家畜疾病監視情報に係る体制が強化される 

活動 2-1 現場・地方・中央の各レベル間のネットワークが強化される。 

活動 2-2 現場、地方、中央レベルの家畜衛生関係機関及び家畜検疫ポイントで得られた診断 

結果を家畜疾病情報として活用する（Passive Surveillance）。 

活動 2-3 選定されたエリアにおいて選択された疾病の調査を実施する（Active Surveillance）。 

成果 3：家畜疾病監視技術が強化される 

活動 3-1 現場・地方・中央の各レベルの家畜衛生関係機関のカチクシッペイ診断技術が改善さ

れる。 

活動 3-2 家畜検疫ポイントのカチクシッペイ診断技術が改善される。 
活動 3-3 家畜衛生関係機関による畜産農家に対する技術支援及び診断サービスが強化される。 

活動 3-4 診断用製剤に係る製造技術及び供給体制が強化される（ただし、商業ベースでの生

産・供給可能な診断用製剤は除く）。 

 

 

付属資料３ 
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＜パイロットサイト＞ 

・ カンボジア：コンポンチャム州 

・ ラオス：サバナケット県 

・ マレーシア：ジョホール州 

・ ミャンマー：マンダレー管区 

・ タイ：メイホンソン県 

・ ベトナム：家畜衛生区域 IV（ダナン省等 6 省） 

 
６．投入規模 
＜総投入予定額＞ 

４億円程度（目安） 
＊ 事前調査の結果を踏まえて投入計画を具体化した後に、改めて総投入予定額の積算を行う。 

＜専門家派遣＞ 

・ 長期専門家：3 名を予定（チーフアドバイザー、業務調整、家畜疾病防除） 
＊ 各専門家の活動拠点はバンコク（農業・協同組合省畜産振興局） 

・ 短期専門家：必要に応じ随時派遣する。 

＜研修員受入、機材供与及び在外事業強化費＞ 
   必要に応じ適宜投入する。 
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プロジェクト運営実施体制について 

 

カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ及びベトナムにおける 

家畜疾病防除計画地域協力プロジェクト（フェーズ２） 

 

基本方針 

 

 

 
 

 

 

 

プロジェクト運営実施体制 

１．国レベル 

・ National Joint Coordinating Committee（NJCC）が国レベルの意思決定機関。 

・ 各国ごとに National Project Director, National Project Manager 及び National Coordinator（NC）を 

任命する。 

○National Joint Coordinating Committee （NJCC） 
（１）機能：国レベルのプロジェクト実施方針を決定する 

・ 各国における年間活動計画の策定 

・ 各国における活動の進捗状況の把握 

・ 日本側及び各国側による投入計画の協議 

（２）メンバー構成 

 １）議長：National Project Director 

 ２）メンバー 

・ National Project Manager 
・ National Coordinator 
・ 家畜衛生関連部局等実施機関 

援助窓口機関（EPU（マレーシア）、TICA（タイ）、MPI（ベトナム）等） 

・ プロジェクト日本側専門家 

・ 各国 JICA 事務所 

３）オブザーバー 

・ 各国大使館 

・ その他議長が任命した者 

 

 

● 各国ともすべて同等（タイを含め他国より上位に位置する国はない）。 

● 各国の要請によることに鑑み、各国での活動実施を重視（各国の成果が地域の強化となる）。

国レベルでは各国が主体的に方針を策定し活動を実施する。 

● 地域レベルでは対象国側による主体的な取組みを推進し、協力終了後も機能する地域レベル

のネットワークシステムを構築する。 

付属資料４
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２．地域レベル 

・各国代表により構成される Regional Joint Coordinating Committee（RJCC）が意思決定機関。 

・各国による共同運営体制（RJCC は各国 National Project Director が主要メンバー）。地域レベル 

では Project Director, Project Manager は任命しない。 

・Regional Project Secretariat（RPS）が地域レベルの調整を行う。 

○Regional Joint Coordinating Committee（RJCC） 
（１）機能：地域レベルのプロジェクト実施方針を決定する 

・ 地域レベルでの年間活動計画の策定 

・ 地域レベルでの活動の進捗状況の把握 

・ 日本側及び対象各国側（第三国専門家、第三国研修を含む）による投入計画の協議 

（２）メンバー構成 

１）議長：開催国の National Project Director 

２）メンバー 

・ National Project Director（各国から１名ずつ） 

・ プロジェクト日本側専門家 

・ 開催国の JICA 事務所 

３）オブザーバー 
・ National Coordinator（各国から１名ずつ） 

・ Regional Coordinator 
・ 開催国の関係機関（実施機関、援助窓口機関、他） 

・ 開催国の大使館 

・ その他議長が任命した者 

 

３．地域レベルの調整 

・Regional Project Secretariat（RPS）を設置し、地域レベルの調整を行う。RPS は日本人専門家が 

常駐するタイ（DLD）に設置する。 

・タイ DLD より Regional Coordinator を任命。 

○Regional Project Secretariat（RPS） 
（１）機能：地域レベルの活動の調整（事務局） 

1) 専門家派遣、研修員受入、会議・ワークショップ等に係る諸準備（ロジ業務を含めて） 

2) 各国の活動に係る情報共有 

3) 各国ニーズ（専門家、研修、機材など）とリソースのマッチング 

4) その他地域レベルの活動促進に資する調整業務 

（２）メンバー構成 
・ Regional Coordinator（to be assigned from Thailand：常駐） 

・ 日本人専門家チーム 

・ Secretary 等事務補助要員 
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